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則

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
、
書
き
損
じ
、
汚
損
、
破
損
」
を
削
り
、
「
人
事
異
動
等
」
を
「
人
事

異
動
、
公
印
の
改
刻
等
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損

に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
使
用
終
了
手
続
時
に
（
公
印
管
理
者
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
発
生
の
都
度
）
」
を
加
え
、
「
速
や
か
に
」
を
削
る
。

別
表
第
一　

四
の
部
12
の
項
用
途
の
欄
中
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
」
を
削

り
、
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
、
同
項
公
印
管
理
者
の
欄
中
「
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
は
戦
略
推
進
部
戦
略
企
画
課
長
」
を
削
り
、
同
部
12
の
２
の
項
用

途
の
欄
中
「
住
宅
政
策
本
部
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本

部
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
に
改
め
、
同
項
公
印
管
理
者
の
欄
中

「
住
宅
政
策
本
部
は
住
宅
企
画
部
総
務
課
長

」
を

「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
は
総
合
推
進
部
総
合
推
進
課
長

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
は
ス
ポ
ー
ツ
総
合
推
進
部
総
務
課
長

住
宅
政
策
本
部
は
住
宅
企
画
部
総
務
課
長

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
は
戦
略
推
進
部
戦
略
企
画
課
長
」

に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
二

の
項
中
「
専
用
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
印
」
を
「
専
用
東
京
都
生
活
文
化
局
長
印
」
に
、

「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学
振
興
課
長
」
を
「
生
活
文
化
局
私
学
部
私
学
振
興
課
長
」
に
改

め
、
同
表
三
十
の
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三�

十
の
十
三　

専
用
東

京
都
女
性
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
所
長
印

50
の
19

同　

同　

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
多

摩
支
所
の
承
認
書
、
依
頼
書
、

通
知
書
及
び
証
明
書
用

女
性
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

多
摩
支
所
長
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別
表
第
二
中

「
38の２

貸 付 金

東 京 都
生 活 文 化
スポーツ局長

回 収 専 用
」

を
「

38の２

貸 付 金

東 京 都
生 活 文 化
局 長

回 収 専 用
」

に
、

「
50の18

東京都島しよ保健所
何 出 張 所

東 京 都
島しよ保健所長

専 用
」

を
「

50の18
東京都島しよ保健所
何 出 張 所

東 京 都
島しよ保健所長

専 用

50の19
東京都女性相談支援
センター多摩支所

東京都女性相談支援
センター所長

専 用
」

に

改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
６

号
様

式
（

第
1
1
条

の
２

、
第

1
1
条

の
３

関
係

）

文
書

記
号

・
番

号

年
月

日

事
前
押
印

刷
り
込
み

公
印

管
理

者

殿

保
管

責
任

者
所

属
職氏

名

（
公

印
省

略
）

下
記

の
と

お
り

公
印

を
事

前
押

印
刷

り
込

み
す

る
の

で
申

請
し

ま
す

。

申申
請請

すす
るる

公公
印印

公
印

名
公

印
番

号

対対
象象

文文
書書

文
書

の
種

類
文

書
の

用
途

部
数

部
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

を
必

要
と

す
る

理
由

１
　

受
託

者
に

刷
り

込
み

の
発

注
を

、
行

わ
せ

る
。

行
わ

せ
な

い
。

２
　

受
託

者
に

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
の

文
書

を
、

保
管

さ
せ

る
。

保
管

さ
せ

な
い

。

該
当

す
る

も
の

を
丸

で
囲

む
。

３
　

受
託

者
に

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
の

文
書

を
、

交
付

さ
せ

る
。

交
付

さ
せ

な
い

。

刷
り

込
み

の
場

合
の

新
規

・
繰

越
し

の
別

刷
り

込
み

の
場

合
の

本
文

の
印

刷
の

色
刷

り
込

み
の

場
合

の
公

印
の

色

備
考

（（
申申

請請
受受

付付
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

申
請

受
付

年
月

日
承

認
年

月
日

公
印

管
理

者
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

承
認（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

公
印

記

事
務

処
理

を
委

託
す

る
場

合

申
請
書
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附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
公
印
規
程
別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
行
う
同
規
則
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
同
規
則
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
号

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
震
災
復
興
本
部
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
住
宅
政
策
本
部
及
び
中
央
卸
売
市
場
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ

ー
ツ
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
、
中
央
卸
売
市
場
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
に
改
め

る
。別

表
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
の
項
を
削
り
、
同
表
生
活
文
化
ス
ポ
―
ツ
局
の
項

中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中

「
及
び
ス
ポ
ー
ツ
施
設
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
、
ス
ポ
ー
ツ
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

都
民
安
全
総
合
対

策
本
部

一　

震
災
復
興
に
係
る
治
安
、
交
通
安
全
及
び
若
年
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部

一�　

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
再
開
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

二�　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
震
災
復
興
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
施
策
に

関
す
る
こ
と
。

別
表
産
業
労
働
局
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

震
災
復
興
に
係
る
国
際
金
融
都
市
・
東
京
の
実
現
に
向
け
た
施
策
及
び
外
国
企
業
誘
致
に
係
る

第
７

号
様

式
（

第
1
1
条

の
２

、
第

1
1
条

の
３

関
係

）

事
前

押
印

刷
り

込
み

保
管

責
任

者
文

書
の

種
類

公
印

名
公

印
番

号

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
部

数
刷

り
込

み
の

場
合

の
新

規
・

繰
越

し
の

別

（（
事事

前前
押押

印印
・・

印印
影影

貸貸
与与

時時
：：

公公
印印

管管
理理

者者
等等

処処
理理

欄欄
））

事
前

押
印

・
印

影
貸

与
年

月
日

公
印

管
理

者
・

公
印

取
扱

主
任

事
前

押
印

・
印

影
貸

与

（（
印印

影影
返返

却却
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

等等
処処

理理
欄欄

））
※

刷
り

込
み

（
新

規
）

の
場

合
の

み
使

用

印
影

返
却

年
月

日
公

印
管
理

者
・

公
印

取
扱

主
任

印
影

返
却

確
認

（（
使使

用用
終終

了了
時時

：：
保保

管管
責責

任任
者者

記記
入入

欄欄
））

使
用

不
可

部
数

＋
残

部
数

＝
引

渡
し

部
数

※
各

部
数

を
処

理
簿

の
使

用
終

了
時

点
欄

か
ら

転
記

確
認

年
月

日
保

管
責

任
者

確
認

　
　

上
欄

記
載

の
部

数
が

現
物

と
一

致
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
、

使
用

終
了

し
ま

す
。

（ （
使使

用用
終終

了了
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

引
渡

し
年

月
日

引
渡

し
部

数
公

印
管

理
者

使
用

終
了

確
認

　
　

上
記

の
と

お
り

引
渡

し
を

受
け

、
使

用
終

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
ま

す
。

年
月

日
受

入
部

数
（

納
品

等
）

払
出

部
数

（
交

付
等

）
使

用
不

可
部

数
（

書
き

損
じ

等
）

残
部

数
担

当
者

合
計

部
部

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

使
用

終
了

時
点 公
印

文
書

等
処

理
簿

備
考
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施
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
中
央
卸
売
市
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

戦
略
推
進
本
部

一�　

震
災
復
興
に
係
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
一
号

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
危
機
管
理
監
」
を
「
、
危
機
管
理
監
及
び
危
機
管
理
副
監
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融

都
市
戦
略
室
長
）
の
項
を
削
り
、
同
表
財
務
局
（
財
務
局
長
）
の
項
第
三
号
中
「
発
行
」
を
「
発
行

等
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
野
外
収
用
施
設
の
建
設
工
事
」
を
「
野
外
収
容
施
設
の
設
営
」
に
改

め
、
同
表
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
）
の
項
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局

（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
）
」
を
「
生
活
文
化
局
（
生
活
文
化
局
長
）
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
及
び
ス
ポ
ー
ツ
施
設
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
）

一　

災
害
時
に
お
け
る
他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
（
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
）

一　

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
点
検
、
整
備
及
び
復
旧
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二　

災
害
時
に
お
け
る
他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
一
項
の
表
中
央
卸
売
市
場
（
中
央
卸
売
市
場
長
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
）

一　

災
害
時
に
お
け
る
他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
危
機
管
理
副
監
）

第
九
条
の
二　

危
機
管
理
副
監
の
分
掌
事
務
は
、
危
機
管
理
監
の
補
佐
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
号

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都

規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
危
機
管
理
監
」
を
「
、
危
機
管
理
監
及
び
危
機
管
理
副
監
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
の
項
を
削
り
、
同
表
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局

の
項
局
名
の
欄
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
、
同
項
局
長
に
充
て
る
職

の
欄
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
及
び
ス
ポ

ー
ツ
施
設
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

都
民
安
全
総
合
対

策
本
部

都
民
安
全
総
合
対

策
本
部
長

一�　

武
力
攻
撃
災
害
時
に
お
け
る
他
局
の
応
援
に
関

す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
長

一�　

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
点
検
、
整
備
及
び
復
旧
に
関

す
る
こ
と
（
他
の
局
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二�　

武
力
攻
撃
災
害
時
に
お
け
る
他
局
の
応
援
に
関

す
る
こ
と
。
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別
表
第
一
中
央
卸
売
市
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

戦
略
推
進
本
部

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

戦
略
推
進
本
部
長

一�　

武
力
攻
撃
災
害
時
に
お
け
る
他
局
の
応
援
に
関

す
る
こ
と
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
号

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
危
機
管
理
監
」
を
「
、
危
機
管
理
監
及
び
危
機
管
理
副
監
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
の
項
を
削
り
、
同
表
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局

の
項
局
の
名
称
の
欄
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
、
同
項
局
長
に
充
て

る
職
の
欄
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

都
民
安
全
総
合
対

策
本
部

都
民
安
全
総
合
対

策
本
部
長

一　

都
民
生
活
の
安
全
安
心
に
関
す
る
こ
と
。

二�　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る

他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
長

一�　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る

他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
中
央
卸
売
市
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

戦
略
推
進
本
部

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

戦
略
推
進
本
部
長

一�　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る

他
の
局
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
号

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百

九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
号

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
二
年
間
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
五
年
間
」
に
改
め
る
。
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附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
号

東
京
都
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
一
項
中
「
、
栄
養
士
又
は
」
を
「
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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